
業務及び財産の状況に関する説明書類 
 

第 20 期 2023 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日まで 
 

2024 年 8 月 30 日作成 
 

HLB Meisei 有限責任監査法人 
東京都台東区元浅草三丁目７番１号 

住友不動産上野御徒町ビル９階 
統括代表社員 武田 剛 

 
一．業務の概況 
１．監査法人の目的及び沿革 

目的： 1．財務書類の監査又は証明の業務 
      2．財務書類の調製又は財務に関する調査、立案若しくは相談の業務  

沿革： 平成 17 年  5 月 千代田区にて明誠監査法人設立 
平成 17 年 12 月 品川区五反田へ移転 
平成 19 年  5 月 中央区京橋へ移転 
平成 22 年  2 月 HLB International にメンバーファームとして加入 
平成 24 年  3 月 中央区日本橋本石町へ移転 
平成 26 年 8 月 有限責任監査法人に移行し、法人名称を明誠有限責任監査 

法人に変更 
      令和  1 年 10 月 法人名称を HLB Meisei 有限責任監査法人に変更 

令和  5 年  4 月 台東区元浅草へ移転 
 

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人のいずれであるかの別 
    有限責任監査法人 
 
３．業務の内容 
(1) 業務概要 

・保証業務 
財務諸表監査：金融商品取引法監査 

            会社法監査 
            その他任意監査 

内部統制監査 
   ・財務書類の調製、財務に関する調査、立案もしくは相談の業務 
 



(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 
    該当事項なし 
 
(3) 監査証明業務の状況 
                              令和 6 年 6 月 30 日現在 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 非監査証明業務の状況 

 大会社等に行った業務           1 社 
  その他の会社等に行った業務      15 社 
 
４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 
(1) 業務の執行の適正を確保するための措置 

① 経営の基本方針 
「誠実でかつ高度な専門技能を有する人材を育み、チームワークにより高品質なサ

ービスを生み出し、公正かつ健全な国際社会の発展に寄与する事」を基本理念として掲
げています。また、「信頼を得るために、与えられた業務に誠実に向き合うこと。」「高
品質の業務を遂行するために、専門知識と技術の向上に努めること。」「公正不偏の態度
を貫くために、誘惑や圧力に屈しない人格の形成に努めること。」「より良い成果を出す
ために、チームワークを大切にすること。」「先人の知恵に学び、自ら創意工夫、日々努
力して、ベストをつくすこと。」を基本行動指針としています。 

② 経営管理に関する措置 
統括代表社員は外部環境及び内部環境を踏まえ、品質管理体制、人的資源、技術資源、

種別 
被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 
① 金商法・会社法監査 9 社  9 社 

② 金商法監査 0 社  0 社 

③ 会社法監査 8  社  1 社 

④ 学校法人監査 0 社  0 社 

⑤ 労働組合監査 0 社  0 社 

⑥ その他の法定監査 39 社  0 社 

⑦ その他の任意監査 8 社  0 社 

計 64 社  10 社 



知的資源、マーケティング、SDGｓ、ジェンダー平等の各テーマに関して、経営戦略及
び中期戦略目標を定め、目標達成のために活動しています。 

③ 法令遵守に関する措置 
品質管理規程、インサイダー取引防止規程、情報管理規程、コンプライアンスマニュ
アル等の諸規定を整備し、役職員へ研修等を通じて周知徹底を図るとともに、全役職員
から必要な文書を定期的に徴収し、法令遵守のための取り組みを行っています。 

④ その他 
   該当事項なし 
 
(2) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 

① 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の確保（独立性の保持のための方針の策定） 
職業倫理及び独立性の保持については、品質管理規程に定めを置くと共に、監査従事
者に対する研修の実施と独立性チェックリストの定期的徴収、一定の株取引に関する
届出の義務付けなどの措置を講じています。 

② 業務に係る契約の締結及び更新 
監査契約を新規に締結する場合には、必ず予備調査を行い、監査契約に先立ち監査対

象予定会社の経営環境等や過去の財政状態及び経営成績、内部統制の整備状況等につ
いて概括的に把握し、監査契約締結上のリスクを評価することとなっています。リスク
を検討した結果、措置を講じても許容できる範囲にリスクを低減できないと判断した
ときには、監査を受託してはならないこととしています。 

また、監査対象予定会社に前任の監査人がいる場合は、止むを得ない場合を除き、必
ず前任の監査人より引継ぎを受けなければならないとしています。 

そして、社員会または統括代表社員の承認により、監査契約を結ぶこととしておりま
す。 

③ 業務を担当する社員その他の者の採用、教育、訓練、評価及び選任 
ア．社員の報酬の決定に関する事項 

社員の報酬については、監査人としての知識、能力、経験、執務態度、執務能力、
職業的懐疑心の発揮などの能力を評価するとともに、内部の定期的検証結果、公認
会計士協会のレビュー結果、公認会計士・監査審査会の検査結果、所属するネット
ワークである HLB International のピアレビューの結果等を総合的に判断し、統括
代表社員が決定しています。 

イ．社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項 
全ての監査実施者を対象として所内研修を含め、年間 100時間以上の研修又は自
⼰学習を義務づけています。また、オンザジョブトレーニングの⼀環として、上⻑
による調書レビューと To Do List の作成を義務付けています。 

ウ．その他 
監査実施者の評価 



業務上必要な知識や技術、業務に対する姿勢、チームワークなどを総合的に評価
し、毎年 1回人事考課を行っています。 

監査実施者の選任 
ローテーションルール、年間監査日程、責任者及び担当者のスキルなどを勘案し、

クライアントごとに必要な監査実施者を検討し、最終的に統括代表社員が決定して
います。 

④ 業務の実施及びその審査 
ア．専門的な見解の問合せ 

監査責任者は、判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっておらず判断が難し
い重要な事項に直面した場合、必要に応じて品質管理部に専門的な問合せを実施す
る。品質管理部は、調査を実施して討議をするとともに、必要に応じて当法人内外
の適切な専門的な知識及び経験等を有する者に問合せて監査チームへ提供すること
としています。 

イ．監査上の判断の相違の解決 
監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、又は、監査

責任者と審査担当者との間の監査上の判断の相違がある場合は、監査上の判断の相
違が解決しない限り、監査報告書を発行してはならないと定めています。  

ウ．監査証明業務に係る審査 
監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監査報告の利用者
が限定されている監査業務を除き、各監査業務に対して 1 名の審査担当者を定め、
全ての監査業務について審査を実施しております。審査が必要な監査業務について
は、審査が完了したのちでなければ、監査報告書は発行してはならないこととして
います。 

エ．監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行って
いる監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況 

監査ファイルの最終的な整理後は、すべての監査調書を PDF化しています。品質
管理部の照合後にはアーカイブされた監査対象期のフォルダは情報技術部⻑により
編集不能に変更され、その後は差し替え等を行うことが不可能となっています。 

大半の監査調書は当初から電子的に作成しておりますが、紙で入手した確認状等
などの紙面で作成されている監査調書についても PDF 化して保管しており、上記
と同様、その後の追加、書き換えはできないようにしています。 

オ．その他 
    該当事項なし 
⑤ 業務の品質の管理の監視に関する措置 

業務の品質の管理の監視は、品質管理活動の日常的監視、監査業務の定期的検証、モ
ニタリング担当による品質管理活動の検証、ピアレビューから構成しています。 

品質管理活動の日常的監視は、品質管理部により当法人の品質管理活動全般にわたり



適正性の検証について実施され、少なくとも 3 年に一度はすべての業務執行社員が検
証を受けるように、品質管理部により監査業務の定期的検証が実施されています。これ
らの品質管理活動は、モニタリング担当により検証されます。ピアレビューについては、
当法人の所属するネットワークのメンバーファームにより 3 年に 1 度程度の周期で実
施されています。 

⑥ 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任その他の責任の所
在の明確化に関する措置 

当法人及び個々の監査業務における品質を合理的に確保するために、「監査に関する
品質管理基準」、「監査における不正リスク対応基準」、品質管理基準報告書第１号「監
査事務所における品質管理」（以下「品基報第１号」という。）及び監査基準報告書 220
「監査業務における品質管理」（以下「監基報 220」という。）に準拠して、当法人にお
ける品質管理に関する方針又は手続を品質管理規程に定め、社員会により承認されて
います。 

品質管理責任者は、社員会で選任され、また、品質管理の最終的な責任は、統括代表
社員が負うこととなっています。 

 
(3) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当
な影響を及ぼすことを排除するための措置 

独立性の保持に関して上記のような措置を講じているほか、審査制度等の整備により、
第三者が社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼす可能性が排除されていると考
えています。 

 
(4) 直近において公認会計士法第 46条の９の２第１項の規定による協会の調査（品質管理
レビュー）を受けた年月 

令和 4 年 12 月 
 

(5) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であること 
の確認 

品質管理担当者を置き、業務の品質管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適
正であることについて、確認しております。 

 
５．公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社
等監査人であるものに限る。）又は他の監査法人との業務上の提携（法第 24 条の４又は第 
34 条の 34 の 13 に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを含む。）に関する事
項 
  該当事項なし 
 



６．外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、
財務書類の監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項 
(1) 提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 

HLB International 
 
(2) 提携を開始した年月 

平成 22 年 2 月 
 
(3) 業務上の提携の内容 
  海外に本社のある日本法人の子会社の監査、保証業務等 
 
(4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等に
よって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要 

HLB International は、1969 年に設立された独立した会計事務所による国際ネットワ
ークであり、157ヶ国 1,069 事務所に及ぶメンバーファームから構成され、4万人以上
のスタッフを擁しています。 

全てのファームは本部またはメンバーファームによる品質保証レビューを定期的に
受けることとなっています。また、HLB Internationalが定めた国際監査マニュアルと
国際品質管理手続を各メンバーファームは適用しなければならないとされています。 

メンバーファームは他の国又は地域の業務を当該地域のメンバーファームへ委託す
る仕組みになっています。 

 
 
二．社員の概況 
１．社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 
    6  人     0 人      6 人 

 
２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体の名称 合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

社員会 法人の最高意思 
決定機関 6 人 0 人 6 人 

 
 
 



三．事務所の概況 

名称 所在地 

当該事務所に勤務する者の数 
社員 公認会計士

である 
使用人の数 

公認 
会計士 

特定 
社員 計 

HLB Meisei
有限責任監査

法人 

東京都台東区元浅草３丁目７番
１号 
住友不動産上野御徒町ビル９階 

6 人 0 人 6 人 3 人 

 
 
四．監査法人の組織の概要 

 
 
 
五．財産の概況 
１．売上高の総額 

 （単位： 千円） 
 令和５年度 

令和５年 7 月 1 ⽇〜 
令和６年 6 月 30 日 

令和 4 年度 
令和 4 年 7 月 1 ⽇〜 
令和 5 年 6 月 30 日 

売上高 
 監査証明業務 
 非監査証明業務 

 
358,674 

18,176 

 
362,933 

8,743 
合計 376,850 371,676 



２．直近の二会計年度の計算書類 
※ 添付を参照。 

 
３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 
対象外（収益が 10億円未満のため） 
 

４．供託金等の額 
公認会計士法施行令第 25条に規定する供託金の額 12,000,000円 
供託所へ供託した供託金の額 14,000,000円 

 
５．供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容 

規定されている供託金の全額を供託しているため責任保険契約を締結しておりませ
ん。 

 
六．被監査会社等（大会社等に限る。）の名称 

株式会社アルファクス・フード・システム 
株式会社ジェイホールディングス 
⼤⿊屋ホールディングス株式会社 
ダントーホールディングス株式会社 
トレイダーズ証券株式会社 
トレイダーズホールディングス株式会社 
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 
株式会社プロパスト 
ブロードメディア株式会社 
株式会社リミックスポイント  

 （五十音順） 
 

以上 


































